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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定目盛（１１０）を支持する物差し（１１）が固定手段（１４）によって固定されて
いる支持体（１２）から成る構成ユニット（１）を備えて、固定手段（１４）は、温度変
動の際に物差し（１１）に対する支持体（１２）の温度に起因する長さ変更が可能とされ
るように、形成されていて、そして構成ユニット（１）が支持体（１２）によって測定す
べき物体（１３）に固定できる長さ測定装置において、長さ測定装置が測定方向（Ｘ）に
おけるある位置に保持体（３）を有し、この保持体により物差し（１１）が固定点（Ｐ）
に支持体（１２）を避けて測定すべき物体（１３）と固定でき、そして固定手段が中間層
（１４）であり、その中間層を介して物差し（１１）が全長さに渡って固定点（Ｐ）を含
めて平らに支持体（１２）に付着して保持されて、それにより支持体（１２）が物差し（
１１）を全長さに渡って固定点（Ｐ）を含めて支持しており、この際に、物差し（１１）
が固定点（Ｐ）にて保持体（３）に移動しなく固定されていて、保持体（３）が支持体（
１２）の横の傍に且つ支持体（１２）から横に間隔を置いて測定すべき物体（１３）にま
で延びて配置されており、ここで、横とは、測定方向（Ｘ）に対して垂直に且つ物差し（
１１）と中間層（１４）と支持体（１２）とが連続的に配置されている方向に対して垂直
に延びる一つの方向であることを特徴とする長さ測定装置。
【請求項２】
　支持体（１２）が物差し（１１）と異なっている熱膨張係数を有することを特徴とする
請求項１に記載の長さ測定装置。
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【請求項３】
　物差し（１１）が０．１×１／１０6 ・１／Ｋより小さい熱長さ膨張係数を備える材料
から成り、それに対して、支持体（１２）がより大きい熱長さ膨張係数を有することを特
徴とする請求項２に記載の長さ測定装置。
【請求項４】
　支持体（１２）は、複数の支持部分（１２１、１２２）間に温度変動の際に長さ膨張が
可能とされるように、互いに結合されている複数の支持部分（１２１、１２２）から成り
、物差し（１１）と結合されている支持部分（１２２）の熱長さ膨張係数が、測定すべき
物体（１３）に固定できる支持部分（１２１）の熱長さ膨張係数より小さいことを特徴と
する請求項３に記載の長さ測定装置。
【請求項５】
　中間層（１４）が液状膜であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載
の長さ測定装置。
【請求項６】
　保持体（３）は、保持体（３）の突起（３６）が物差し（１１）の窪み（３７）に嵌ま
り込むことによって、保持体が固定点（Ｐ）にて物差し（１１）と保持体（３）の間の結
合を奏するように、形成されていていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項
に記載の長さ測定装置。
【請求項７】
　保持体（３）は、緊張要素（３２）が物差し（１１）の長手側面の一方を押圧し、物差
し（１１）の反対に位置する長手側面をストッパ（３３）に押し付けることによって、保
持体が固定点（Ｐ）にて物差し（１１）と保持体（３）の間の結合を奏するように、形成
されていることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の長さ測定装置。
【請求項８】
　保持体（３）は、物差し（１１）が固定点（Ｐ）にて接着剤（３５）によって保持体（
３）に移動しなく固定されていることによって、保持体が固定点（Ｐ）にて物差し（１１
）と保持体（３）の間の結合を奏するように、形成されていることを特徴とする請求項１
乃至５のいずれか一項に記載の長さ測定装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、請求項１の上位概念に基づく長さ測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の長さ測定装置は、例えば欧州特許第１００４８５５号明細書（特許文献１）に
記載されていて、長さ並びに経路を測定するのに用いられ、特に加工機械では座標測定器
において加工すべき工作材に関して工具の相対運動を測定するのに用いられ、且つ増大さ
れて半導体産業にも使用される。
【０００３】
　長さ測定装置は、支持体と物差しから成る構造ユニットを有する。この支持体は、物差
しを安定化し、それによりこの物差しをより良く操作できるように、設けられている。物
差しを測定すべき物体に当置するために、支持体はこの測定すべき物体に固定する手段、
例えば測定すべき物体を螺子止めする孔を有する。支持体は膨張係数が物差しと相違する
材料から成る。物差しは、温度変動の際に支持体と物差しの間の異なった長さ膨張に基づ
いて支持体と物差しの間に出来るだけ摩擦のない移動を可能とするように、固定手段によ
って支持体に取付けられる。
【０００４】
　固定点と呼ばれた唯一の箇所に、物差しが固定式に支持体に結合されている。この固定
式連結は形状一体によって行われる。この位置（測定方向に見て）では、測定すべき物体
に支持体の不動式固定が行われる。
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【０００５】
　この構造は、支持体の固定が、例えば測定すべき物体を螺子止めする際に或いは温度変
動の際に固定点の延長を生じ得て、それが測定不精度をまねくという欠点を有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】欧州特許第１００４８５５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　それ故に、この発明の課題は、高い精度を有して良好に操作でき且つ安定な長さ測定装
置を創作することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この課題は、この発明によると、請求項１の特徴事項によって解決される。
【０００９】
　従属請求項には、この発明の好ましい構成が挙げられている。
【００１０】
　この発明によると、長さ測定装置は、支持体に固定された物差しから成る構造ユニット
を有する。物差しは固定手段によって支持体に固定されていて、この固定手段は温度変動
の際に物差しに対する支持体の長さ膨張が測定方向に出来るだけ摩擦のなく、それにより
力なしに可能とされ、しかし、それにもかかわらず、物差しと支持体が共通の構造ユニッ
トとして操作できる。支持体がこの測定すべき物体に固定する固定手段を有するので、構
造ユニットが測定すべき物体に固定できる。この固定手段には、特にねじが扱われている
。　
【００１１】
　物差しを支持体に測定方向に移動自在に支承する固定手段は、特に物差しを付着的に支
持体に保持する中間層である。この中間層は例えば液体膜として形成されていて、その液
体膜によって物差しが毛細管現象によって支持体の面に対して引き付けられる。
【００１２】
　熱零点を形成するために、長さ測定装置は、物差しが固定点に支持体を避けて測定すべ
き物体に固定できる保持体を有する。この場合には、支持体を避けて、保持体が支持体に
接触しなく、例えば締付け力のような強制力が物差しと支持体の間に及ぼされないことを
意味する。固定点の位置にも、測定方向に観察して、物差しが測定方向に曲がり易い固定
手段を介して支持体に支持して保持されている。曲がり易い固定手段が物差しを全長さに
渡って固定点を含めて平らに支持体に付着して保持する中間層であるならば、特に安定で
耐振動性取付けが行われ、それにより支持体が全長さに渡って固定点を含めて支持する。
【００１３】
　物差しの熱零点を形成するために、この物差しが唯一の位置のみに、測定方向に観察し
て、測定すべき物体に固定すべきであることを気付くべきである。すべての他の位置には
、物差しが測定すべき物体に測定方向に離脱されて固定すべきである。
【００１４】
　一方では、保持体が物差しの固定点にこの物差しと固定式に連結されて、特に物差しの
互いに対向位置する縦側面に横装着によって連結されていて、他方では、この保持体がさ
らに、測定すべき物体に固定式に連結できる。
【００１５】
　物差しが所謂零膨張を備える材料から成り、つまり０．１×１／１０6 ・１／Ｋより小
さい熱長さ膨張係数を備える材料から成るならば、構造が特に好ましく、それに対して、
支持体がより大きい熱長さ膨張係数を有する。この場合には、
　・測定区分が温度安定な物差しに分布されるならば、正確で温度安定な位置測定が達成
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されること、
　・物差しの安定化が価格の安い材料から成る支持体によって達成できること、
　・支持体の熱膨張係数が測定すべき物体の熱膨張係数に適合されていることを考慮され
る。
【００１６】
　この発明は、実施例によって詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】第一長さ測定装置を示す。
【図２】図１による長さ測定装置の横断面ＩＩーＩＩを示す。
【図３】図１による長さ測定装置の概略的平面図を示す。
【図４】長さ測定装置の斜視図を示す。
【図５】固定点の箇所で材料一体の他の長さ測定装置の平面図を示す。
【図６】図５による他の長さ測定装置の断面ＶＩーＶＩを示す。
【図７】固定点の箇所で形状一体の他の長さ測定装置の平面図を示す。
【図８】図７による長さ測定装置の断面ＶＩＩＩーＶＩＩＩを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図１乃至４では、この発明の第一実施例が詳細に図示される。この場合には、図１は長
さ測定装置の図を示し、測定方向Ｘに延びていて、即ち図２の縦断面ＩーＩを示し、そし
て図２は走査ユニットなしのこの測定装置の横断面ＩＩーＩＩを示す。
【００１９】
　長さ測定装置は支持体１２に取付けられた物差し１１を備える第一構成ユニット１並び
に以下で走査ユニット２と呼ばれる第二構成ユニットから成る。測定方向Ｘに位置測定す
るために、構成ユニット１が支持体１２によって第一測定すべき物体１３に、例えば工作
機械のベットに固定されて、走査ユニット２が第二測定すべき物体２１に、例えば工作機
械のスライダに固定されている。この場合には、走査ユニット２が構成ユニット１に対し
て測定方向Ｘに移動できる。
【００２０】
　物差し１１は無視できない熱膨張係数を備える材料から成り、αは０°から５０°まで
の温度範囲で特に０．１×１／１０6 ・１／Ｋより小さい。この材料は特に取引名「ZERO
DUR,SITAL とULE 」で知られている所謂零膨張を備えるガラスである。このガラスは金属
に比べて、通常の製造方法によって良好な光学表面が製造でき、その光学表面に光学走査
可能な測定区分が分布され得るという利点を有する。
【００２１】
　例えばこの物差し１１はその上面に光電走査可能な測定区分１１０を数ｎｍの区分周期
を備える直立に走査可能な区分格子の形態に支持する。この測定区分１１０は反射された
位相格子であるか、或いは測定方向Ｘに交互に配置された反射と非反射の領域から成る。
この測定区分１１０は位置測定するために、概略的にのみ図示された走査ユニット２によ
って走査される。
【００２２】
　物差し１１は支持体１２に固定手段によって固定され、この固定手段は支持体１２の長
さ膨張が物差し１１に対して邪魔されずに可能とされるように形成されている。好ましい
形式では、この固定手段が測定方向Ｘにおける僅かな剪断剛性を備える粘性中間層であり
、この中間層を通して物差し１１が支持体１２に付着して保持される。図示された例では
、この中間層が液状膜１４であり、その液状膜を介して物差し１１が毛細管現象によって
支持体１２の面に対して引かれて、液状膜１４上に平らに載置する。この液状膜１４は物
差し１１を一方では、確実に支持体１２に保持し、しかし、他方では、物差し１１に対し
て支持体１２の移動が温度条件付き長さ変更によって摩擦のなく、それで力なしに引き起
こされる。液状膜１４用の材料として特に珪素油が適している。
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【００２３】
　支持体１２は例えば曲げ強く、サンドイッチ状或いは層状に構成され、つまり複数の上
下に配置された支持部分、特に第一支持部分１２１と第二支持部分１２２とから成り立つ
。この第一支持部分１２１が安定で曲げ強く形成され、そして金属、特に０°から５０°
までの温度範囲で特に０．１×１／１０6 ・１／Ｋより小さい熱膨張係数αを備える鋼か
ら成る。この第一支持部分１２１が第一測定すべき物体１３に固定でき、例えばねじ止め
或いは貼付けによって　固定できる。このために、この第一支持部分が測定すべき物体１
３に向いた側面に測定長さに渡って達する固定面を有し、第一支持部分が大きく平らで、
それで耐振動的に測定すべき物体１３に固定できる。
【００２４】
　この第一支持部分１２１上には第二支持部分１２２が第二固定手段によって固定されて
いる。好ましい形式では、この第二固定手段はさらに、例えば高弾性接着剤１５の形態で
測定方向Ｘにおいて僅かな剪断剛性を備える粘性中間層である。この第二支持部分１２２
が中間支持体として作用し、液状膜１４用の接触面を形成する。この目的のために、第二
支持部分１２２が例えば０°から５０°までの温度範囲でおよそ７－９×１／１０6 ・１
／Ｋの熱膨張係数αを備えるフロートガラスから成るガラス薄板である。特に好ましくは
、ガラス或いはガラスセラミックから成る物差しとガラスから成る第二支持部分１２２の
使用であり、というのは、二枚のガラス面間に液状膜１４を設けることは物差し１１が特
に均一に完全平らであり、それにより振動なく支承され得て、それが測定精度を高める利
点を有するからである。
【００２５】
　支持体１２のサンドイッチ状構成は、異なった長さ膨張が温度変動によって引き起こさ
れて、専ら唯一の固定手段によって形成されなければならないという利点を有する。この
ために、使用された材料の熱膨張係数が物差し１１から出発して第一支持部分１２１まで
段階的に段付けられている。即ち、物差し１１の熱膨張係数が第二支持部分１２２の熱膨
張係数より小さく、さらに、第二支持部分１２２の熱膨張係数が第一支持部分１２１の熱
膨張係数より小さい。物差し１１と第二支持部分１２２の間の異なった長さ変更が第一固
定手段、例えば中間層の形態で、特に液状膜１４によって摩擦のなく補償され、第二支持
部分１２２と第一支持部分１２１の間の異なった長さ変更が第二固定手段、例えば中間層
の形態で、特に弾性接着剤１５によって補償される。
【００２６】
　しかし、示されていない形式では、支持体１２が一部材で形成され得る。
【００２７】
　物差し１１の所謂零点を形成するために、物差し１１が固定点Ｐに保持体３によって測
定すべき物体１３に固定でき、例えばねじ３１とピンの少なくとも一方によって固定でき
る。保持体３は、一方では、専ら物差し１１が固定点Ｐに固定式に固定され、他方では、
支持体１２を避けてこの保持体３がさらに、測定方向Ｘにおけるある位置で測定すべき物
体１３に固定式に固定できるように、形成されている。それにより保持体３が一種の概念
を物差し１１から出発して測定すべき物体１３にまで形成する。測定方向Ｘに作用する物
差し１１と支持体１２の間の離脱が例えば液状膜１４によって実現され、保持体３のこの
構造によって固定点Ｐに保持されたままである。このために、この保持体３は、保持体が
支持体１２と接触しなく、締付け力のような強制力を物差し１１と支持体１２の間に及ぼ
さないように、形成されている。この措置によって物差し１１と測定すべき物体１３の間
に熱安定固定点が測定方向Ｘにおいて創作され、固定点が支持体１２から完全に離脱され
ている。
【００２８】
　図２の横断面が示すように、保持体３の固定が少なくとも一つのねじ３１或いはピンに
よって同じ箇所に、測定方向Ｘに観察して、物差し１１と保持体３を固定するように、行
われるならば、特に好ましい。
【００２９】
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　物差し１１が固定点Ｐに保持体３に固定式に固定されていて、保持体３が支持体１２の
傍の横に測定すべき物体１３にまで延びて配置されている。支持体１２上への強制力を回
避するために、保持体３が横に支持体１２から間隔を置いて延びている。横とは、測定方
向Ｘに対して垂直であり且つ物差し１１、中間層１４と支持体１２が連続的に配置されて
いる方向に垂直である方向を定義する。
【００３０】
　固定点Ｐの位置にも、測定方向Ｘに観察して、物差し１１が付着して形成された中間層
を介して、例えば液状膜１４として形成され、支持体１２に支持して保持される。特に安
定で振動なく構成を生じ、というのは、物差し１１が全長さに渡って固定点を含めて平ら
に支持体１２に付着して保持されているからであり、この場合には、支持体１２が物差し
１１を全長さに渡って固定点を含めて支持する。
【００３１】
　保持体が互いに平行に延びている両縦側面に装着されるので、物差し１１と保持体３の
固定式固定は力一体化によって行われる。緊張要素３２が物差し１１の縦側面の一方に当
置し、物差し１１を対向位置する縦側面でストッパ３３に押す付けるので、物差し１１の
この装着が実現される。緊張要素３２が少なくとも一つのねじ３４によって測定方向Ｘを
横切って移動でき、物差し１１を固定式に保持体３にクリンチによって互いに対向位置す
る状態に締付けるスライダとして形成されている。
【００３２】
　図３は前述の長さ測定装置に関する平面図を概略的に示す。
【００３３】
　図４は、ここで図示されていない固定点から測定方向に間隔を置いて配置されている箇
所における長さ測定装置の斜視図を概略的に示す。支持体１２、つまり第一支持部分１２
１と第二支持部分１２２並びに物差し１１から成る構成ユニットが図示されている。明瞭
性のために、中間層１４と１５が図示されていない。固定点から測定方向Ｘへ離れていて
、物差し１１の軸受４が配置されている。この軸受１１が例えば案内ロール４１を備える
ロール軸受から成り、案内ロールが物差し１１を縦側面に接触するので、物差し１１の長
さ変更が支持体１２に対して出来るだけ摩擦のなく可能とされる。それにより軸受４が摩
擦の乏しい縦案内を支持体１２と物差し１１の間に形成する。物差し１１を整合するため
に、物差し１１を案内ロール４１に押付ける手段が設けられている。この押圧力は、例え
ば欧州特許第１００４８５５号明細書に記載されるように、公知の形式でばね力或いは磁
気力によって発生され得る。
【００３４】
　次に、上記実施態様に選択的に、詳細に説明され、この場合には、部材、物差し、支持
体、固定点と保持体のために、それぞれに上に説明された実施例におけると同じ参照符号
が使用され、これに関して構造が相違していない。
【００３５】
　固定点Ｐにおける物差し１１と保持体３の間の力一体に選択的に、固定式固定に対する
材料一体或いは形状一体化も実現され得る。
【００３６】
　図５と６は概略的に材料一体化を示し、というのは、物差し１１が固定点Ｐに接着剤３
５によって保持体３に固定式に固定されていて、さらに、保持体３が支持体１２を避けて
測定すべき物体１３に固定できるからである。
【００３７】
　図７と８は概略的に形状一体を示し、というのは、物差し１１が固定点Ｐに形状一体的
作用によって保持体３に固定式に固定されていて、さらに、保持体３が支持体１２を避け
て測定すべき物体１３に固定式に固定できるからである。例えば保持体３の突起３６が物
差し１１の窪み３７に作用する。それにより発生された形状一体化が測定方向Ｘにおいて
固定式に固定されている。
【００３８】
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　物差し１１と保持体３の固定式固定のすべての構成では、物差し１１の両縦側面への固
定が物差し１１の中心や測定区分１１０に対して対称的に行われるならば、特に好ましい
。それにより局部的結合の保持力が対称的に物差し１１に作用する。
【００３９】
　さらに、物差し１１に保持体３を固定することが物差し１１の高さに関連して中心に、
つまり物差し１１の中立平面で行われるならば、特に好ましい。
【符号の説明】
【００４０】
　１．．．．．構成ユニット
　３．．．．．保持体
　４．．．．．軸受
　１１．．．．物差し
　１１０．．．測定区分
　１２．．．．支持体
　１２１．．．第一支持部分
　１２２．．．第二支持部分
　１３．．．．測定すべき物体
　１４、１５．．．中間層
　３２．．．．緊張要素
　３３．．．．ストッパ
　３４．．．．ねじ
　３５．．．．接着剤
　３６．．．．突起
　４１．．．．案内ロール

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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